
○定額制供給の場合の燃料費調整額算定の際に適用する基準単価
基準単価

 10ﾜｯﾄまでの１灯につき

 10ﾜｯﾄをこえ20ﾜｯﾄまでの１灯につき

 20ﾜｯﾄをこえ40ﾜｯﾄまでの１灯につき

 40ﾜｯﾄをこえ60ﾜｯﾄまでの１灯につき

 60ﾜｯﾄをこえ100ﾜｯﾄまでの１灯につき

 100ﾜｯﾄをこえる１灯につき100ﾜｯﾄまでごとに

深 夜 電 力 Ａ

 0.5ｷﾛﾜｯﾄ

 １ｷﾛﾜｯﾄ

 ２ｷﾛﾜｯﾄ

 ３ｷﾛﾜｯﾄ

 ３ｷﾛﾜｯﾄをこえ１ｷﾛﾜｯﾄを増すごとに

※今回の認可により、定額電灯の区分について「10ワットまでの1灯につき」を新たに設定。

※上記単価は、消費税等相当額を含む。

 契約電力0.5ｷﾛﾜｯﾄの場合１日につき

 契約電力１ｷﾛﾜｯﾄ１日につき

 １契約につき

８５銭７厘

１３円０２銭０厘

４２銭８厘

２１銭４厘

４２銭８厘

８５銭７厘

５０銭６厘

農事用電力
（脱穀調整用電力）

臨 時 電 灯 Ａ

 総容量が１ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ３ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ

３円０２銭１厘

８１銭５厘

４２銭９厘

８１銭５厘

臨　時　電　力

 100ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえる１機器につき

区          分

 総容量が50ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ100ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ

 までの場合

 までの場合

 総容量が100ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ500ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ

 までの場合100ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでごとに

小　型　機　器

 １機器につき

８銭２厘

 100ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでごとに

 までの場合１ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでごとに

 総容量が500ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ１ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ

５円０５銭７厘

５円０５銭７厘

 50ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの１機器につき

 50ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱをこえ100ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの

１円２８銭５厘

電　　　灯

 総容量が50ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱまでの場合

１円５１銭１厘

３円０２銭１厘

４銭１厘

８銭２厘

１円０１銭１厘

２円０２銭２厘

３円０３銭５厘

（参考2）


